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�対対象　時日時　場場所　師講師　費費用 (記載がないものは無料 )　定定員　保保育　持持ち物　申申し込み (記載がないものは午前8時30分から受け付け )　問問い合わせ　 メール

● e-Taxでの確定申告が便利です
　● �「国税庁」のホームページの「確定申告等作成コーナー」から作成・提
出まで完結

　● �自宅で作成済みの申告書の郵送提
出も可能

　● �動画で説明が見られるから安心

● 作成・提出は税務署へ
　● �場所＝立川税務署（緑町4-2立川地方合同庁舎内）
　● �期間＝2月16日（月）～3月16日（月）〔土・日曜日、
祝日を除く。ただし、3月1日（日）は開設〕

　● �時間＝午前9時～午後5時（受付は午前8時30分
から、提出は午前8時30分～午後5時）

　● �申告にはマイナンバーの記載と本人確認書類が必要
　● �入場整理券を配布（国税庁LINE公式アカウントから事前入手が可能）

● 相談方法
　�▶チャットボット（右2次元コードから）▶電
話相談＝国税相談専用ダイヤル 電0570（00）
5901▶e-Taxの使い方＝作成コーナーヘルプ
デスク電0570（01）5901

●� ふるさと納税ワンストップ特例を申請した方へ
　● �確定申告や市民税・都民税の申告をすると特例制度が適用されません
　● �申告をする際は、すべての寄附金の領収書または寄附金時受領証明
書を添付してください

　市民税・都民税申告は、1月1日に市内に住んでいる人
などが、昨年1年間に得たすべての所得について申告書を
提出する手続きです。今年度から電子申告もできます。く
わしくは市ホームページをご覧ください。
問課税課市民税係・内線1207

令和7年中の収入が給与のみで、勤務先から立川市
に給与支払報告書の提出があり、控除等の追加がな
い方（提出状況は勤務先の給与担当者に確認してく
ださい）

令和7年分所得税の確定申告書を税務署に提出する方

下記のいずれにもあてはまらない方

申告が不要

申告が必要

令和7年中の収入が公的年金等のみ（遺族・障害年金
等非課税の年金を除く）で、控除等の追加がない方

同居の親族に扶養されている方（ただし、所得金額が
記載された証明書の発行を希望する場合は申告が必
要です）

申告が必要な方

昨年申告した方には、1月26日に発送しました。
申告・相談会場や課税課（市役所１階36番窓口）、
窓口サービスセンターで配布しています。

申告書

令和7年中の
所得に関する
書類

令和7年中の
控除に関する
書類

本人確認書類

● 給与所得・公的年金収入のある方は源泉徴収票
● �それ以外の所得のある方は、収入金額や必要経
費がわかる帳簿など

⃝ 国民年金保険料や生命保険料等の控除証明書
● 社会保険料・寄附金等の領収書
● 医療費控除の明細書（ご自宅で作成して持参）
● �障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳、愛
の手帳、障害者控除対象者認定書など

● マイナンバーカード
● �マイナンバーカードをお持ちでない方は、番号�
確認書類（通知カード等）と運転免許証等

申告に必要なもの

�　下表の日程で相談ができます。申告書の提出も受け付
けますが、なるべく混雑する日を避けてご来庁ください。
市ホームページに混雑予想を掲載しています。

2月16日（月）～3月16日（月）
（土・日曜日、祝日を除く）

午前9時～
午後4時

午前10時～
午後3時

市役所1階
101会議室

2月22日（日）子ども未来センター

受付場所 受付日 受付時間

2月26日（木）若葉会館

2月27日（金）滝ノ上会館

3月 1 日（日）西砂学習館

申告 ・相談会場

所得税の確定申告は税務署へ

2月16日（月）～3月16日（月）申告期間

　証明書の添付は必要ありません。領収書、振替口座の通帳（口座
振替の方）、公的年金等の源泉徴収票（年金天引きの方）等で令和7
年1～12月に実際に納付した金額を確認して申告してください。　
問▷国民健康保険料、後期高齢者医療保険料＝保険年金課賦課係・
内線1416▷介護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

問立川税務署電（523）1181

国民健康保険料 ・後期高齢者医療保険料 ・介護保険料

社 会 保 険 料 控 除

　申告会場での申告は混雑のため
お待ちいただくことが予想されま
す。郵送申告のくわしい方法は市
ホームページをご覧ください。

税務相談
チャットボット

市民税 ・都民税申告

国税庁
ホームページ

YouTube
国税庁動画チャンネル

国税庁
LINE公式アカウント

よくある質問
Q＆ A

Ｑ 所得税の確定申告の相談や提出は市役所でもできますか。
　 �所得税の相談等は立川税務署にお願いします。すべて記入済
みの確定申告書に限り、市役所窓口でお預りし税務署へ提出し
ます。なお、申告書等に収受日付印の押印はしていません。

A
Ｑ �医療費控除を申告したいのですが、領収書

があれば申告できますか。
　 �領収書では申告できません。医療費控除の
明細書を作成して提出してください。

A

簡単 ・便利な郵送申告がおススメ

〒190-8666（住所記入不要）
立川市役所 課税課市民税係宛

POST

郵便


